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（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
十
一
級
」
を

「
十
級
」
に
改
め
る
。

一

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八

年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項

二

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三

年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項

三

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共

済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行

に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に

関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁

業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）

第
十
六
条
第
一
項

四

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項

五

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
第
三
十
四
条
第

一
項

（
警
察
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百

五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
調
整
手
当
」
を
「
地
域
手
当
」

に
改
め
る
。

（
税
関
関
係
手
数
料
令
及
び
労
働
保
険
審
査
官
及
び
労

働
保
険
審
査
会
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
四
級
」を「
三

級
」
に
改
め
る
。

一

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百

六
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項

二

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
第
一

条
（
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
十
一
級
及
び
十
級
」
を
「
八

級
以
上
」
に
改
め
る
。

（
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第

二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
中「
に
よ
る
二
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
」

を
「
の
適
用
を
受
け
る
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三

年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
九
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下「
給
与
法
」と
い
う
。」

を
加
え
、「
四
級
」
を
「
三
級
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」を「
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
（
以
下「
旧
給
与
法
」

と
い
う
。）第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、「「
甲

地
」」を「「
旧
甲
地
」」に
、「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
を
「
旧
給

与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
、「「
乙
地
」」

を「「
旧
乙
地
」」に
、「
甲
地
及
び
乙
地
」
を
「
旧
甲
地
及

び
旧
乙
地
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
中
「
甲
地
」
を
「
旧
甲
地
」

に
、「
乙
地
」
を
「
旧
乙
地
」
に
改
め
る
。

（
特
許
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
三
級
」
を
「
二
級
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
六
級
」
を
「
四
級
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
四
級
」
を
「
三
級
」に
改
め
る
。

（
国
税
通
則
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
八
級
」
を
「
六
級
」に
改
め
る
。

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年

政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
、
調
整
手
当
」
を
「
、
地
域

手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
八
条
第

六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
八
条
第
五
項
か
ら
第

七
項
ま
で
」
に
改
め
、同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中「
調

整
手
当
」
を
「
地
域
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

「
ま
で
の
調
整
手
当
」
を
「
ま
で
の
地
域
手
当
」
に
改

め
る
。

（
職
員
の
兼
業
の
許
可
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

職
員
の
兼
業
の
許
可
に
関
す
る
政
令
（
昭

和
四
十
一
年
政
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ニ
中
「
九
級
」を「
七

級
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
九
級
」
を
「
八
級
」
に
改

め
、
同
号
ヘ
中
「
九
級
」
を
「
七
級
」
に
改
め
る
。

（
執
行
官
国
庫
補
助
基
準
額
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

執
行
官
国
庫
補
助
基
準
額
令
（
昭
和
四
十

一
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
七
級
四
号
俸
」
を
「
五
級
一
号
俸
」
に

改
め
る
。

附
則
第
三
条
を
削
る
。

（
公
害
紛
争
処
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

公
害
紛
争
処
理
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五

年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
二
級
」
を
「
一
級
」
に
改
め

る
。

（
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
割
合
は
、」の
下
に
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
十
三
号
）第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」

を
加
え
る
。

（
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費

の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
及
び
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
調
整
手

当
」
を
「
、
地
域
手
当
」
に
改
め
る
。

一

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る

経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
五

号
二

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令

第
二
百
七
十
五
号
）
第
四
十
八
条

（
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
表
示
認
定
申
請
手
数
料
の

額
等
を
定
め
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一

部
改
正
）

第
二
十
六
条

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
表
示
認
定
申
請

手
数
料
の
額
等
を
定
め
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
と
あ
る
の
は
、」を「
と
あ
る
の
は
」

に
、「
と
す
る
」
を
「
と
、「
準
用
す
る
」と
あ
る
の
は「
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
後
段
中「
六
級
」

と
あ
る
の
は
、「
四
級
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」

と
す
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
第
七
項
中
「
と
あ
る
の

は
、」を
「
と
あ
る
の
は
」
に
、「
と
す
る
」
を
「
と
、「
読

み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二

条
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
表

示
認
定
申
請
手
数
料
の
額
等
を
定
め
る
政
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令（
平
成
十
六
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基

づ
く
表
示
認
定
申
請
手
数
料
の
額
等
を
定
め
る
政
令
第

二
条
後
段
」
と
、「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
後
段
中
「
六
級
」
と

あ
る
の
は
、「
四
級
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と

読
み
替
え
る
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改

正
）

第
二
十
七
条

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
六
級
」
と
あ
る

の
は
、「
四
級
」
と
す
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
を
含
む
」
の
下
に
「
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
る
旧
令
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
旧
令
第
二
十
条
後
段
中「
六
級
」と
あ
る
の
は
、「
四

級
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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